
環境関連商品 (役務)取引会員各位 (代表者殿) 情 報提供及び､給 合所見

･咋牢より太陽光発電商品 (役務)に関する消費者トラプンレが急増し､不実告知､重要事項の故意の不告知､

詐欺事件 (民事提訴)などの案件が発生している｡

また､全国的に消費者斗ラプルが広がっており､塵に関某地方に多発しているよう亀

平成 22年 5月 18日 ⑳ 健東関連取引適正事業団

クレジット払いの立て替え持ちかけながら支払わず 55人がリフォーム会社
を提訴

太陽光発電システムの購入者にクレジット払いの立て替えを持ちかけながら完済しなかったのは違法として.

埼玉県や群馬県などに住む 55人が住宅リフォーム纂rハウスジャパンエコロジー｣くさいたま市)､信販会社な

ど計 3社を相手取り､約 1 -億4000万円の損害賠償などを求めてさいたま地裁に損訴していたことが 17日､分

かったB

訴状によると､ハウスジャパンは太陽光発電システムの購入者宅を訪問し､｢信販会社と新たなクレジット契

約をすれば支払額が安くなる｣などと持ちかけ､別の柴者との工事名日などでクレジット契約を緒ばせた｡その

際､ r発電システムの代金はこちらで完済する｣などと記載した書面を交付していたが､乗降には途中から支払

いをしていなかった｡

平成20年4月､埼玉弁護士会が被壱者救済のため対策弁護団を立ち上げていたo

太陽光発電システムの契約をめぐるトラブルが茨城県内で急増している.

環境意識の高まりなどを背景に一般家庭にも普及し始めたが,販売業者が工事が完成しないまま倒産したり､工

事を行う資金力がないのに契約を結んだりする事例も報告されている｡契約金願が高宙なことから､県消菜生活セ

ンターは｢契約の麻は.複数の業者で見積もリをするなどして見極めてほしい｣と呼びかけている｡

同センターによると､2OO9年度に寄せられた大隠光発電の設置に関する苦情 .相駁件数は 71件｡40件前後で

推移していた 04-08年度と比べ.約117倍に増えたO苦情･相故を契約形態別に見ると､肋間販売の割合が高く､

｢(電力会社に電力を売る)売電をすればローンが賄える｣｢モニタ⊥料が出る｣などの鰭を信じて契約したものの､実

際は異なっていた例が多い;

具体的にはr亮電で月数万円のローンが支払えると言われ契約したが,政千円にしかならなかった Jr商品が製造

中止になっていたり .存在しない塾番号だった｣などの苦情･相談があったB工事が終わらないまま穀者と連絡が取

れなくなうたケースもあったDデータがまとまっている 08年度は､相放者のうち 40-60歳代が 77%を占めており､ 
1人当たりの契約金額は 300万円台が中心で .1000万円台の契約を綜んだ人もいた｡

県警は今年l月,県南･県西地域などで｢太陽住研 Jの名を使い､太陽光重電やオ丁ル電化システムの投直代名

目で金をだまし取ったとして､埼玉県の住宅棟器販売･設備巣の男 (38)と.千葉県の会社点の男 (75)を詐欺容疑

で逮捕した｡2人は 08年､取手市などの男性会社員方を訪問し .｢モニター. =なれば､今なら 40万円値引きする｡

モニター料は 5年間､月3万5000円入る｣などとうそを言い _300万円をだまし取るなどした疑いD龍ヶ崎市や稲敷

市などでも同様の犯行を繰り返していたと見られる｡

県消費生活センターの大谷轟則係長は､契約時の注意点についてr契約前に複数の業者から見積もりをしてもら

うことや､工事が済んでいないのに『信販会社からの確認があれば工事が済んだと育ってほしい』と言う業者などに

気をつけて欲しい｡契約後も､場合によってはク-リングオフなどができるので､なるべく早く相談を｣と話している｡


